
 
 

 
成員の意識 発を目的に，2014 年度，2015 年度も，以 のような教職員 ミ ーや関

授業などを実施した。 
 

男女共同参画

 
2014 年 6 月 25 （ ），「 イバー 推進の意 と課 」を ー に，教職員

ミ ーを開催し，参加者は 60 であった。 ミ ーでは， 学長の の後，

教授（企画専門部会委員）による「 教 ロールモデル 2014」の紹介，永 子

学長 （企画専門部会長）による講 紹介が行われた。その後， 会社ピー ルフ

ー ス・ ン ル ング取 ・フ ン ーの 子 による「 イバー

推進の意 と課 」と する講 が行われた。 
 の講 では，ま ， イバー とは，性 ・年齢・国 などの多 性にとど

まら 「 的には 々人の 性が められること」である，という基本的な考え方が紹

介された。そして，近年，な ，企業が イバー を するようになっているのか，

イバー を推進している企業はどのような を っているのかといった経 の

動 が された。その上で， イバー を推進するためには， を生 出す ニ

や 等にするだけでは事態が改 しないこと の理解が必要であるとされた。また，

イバー 推進のための対策に関 して， 成員の意識改革・スキルアッ と制

度・仕 などの見 しによる環境整備との の から， 策が紹介された。以上

のように，講 の内 は，企業における女性活用を な事例としていたが，本学における

男女共同参画推進のためにも， 要な を むものであった。 
さて，今回の教職員 ミ ーでも， 来と同 のアン ートを行った。アン ートの回

は 42 （教員・教諭 9 ，事務 職員 23 ，学生 8 男性 19 ，女性 23 ）より

得られた。回 者の中には学生も まれており，この の ー の い世 の関 の高

まりを しているといえよう。アン ート結果では，「本 ミ ーは男女共同参画に関す

る理解を める上で に立ちましたか」に対する回 が，「たい ん 用であった」17 ，

「 用であった」22 ，「あまり 用でなかった」1 と，42 中 39 （93％）が 定

的な回 をした。（図 1 ） 
そして，今回の ミ ーに いての感想では，「多 な社会のあり方が実現すればよい

と う」，「 学においても イバー は であると う」などや，「多 性を実

現するためにはさまざまな や が生じると う」といったものが られた。また，

「企業での取り で 事例も聞きたかった」，「もう少し り げて聞けるだけの時

間が しかった」などの感想も られた。 
アン ートでは，その に，本学の男女共同参画推進行動 画などに対する 度（「

っている」23 （55％），「なんとなく っていた」14 （33％））（図 1 ）や，

男女共同参画に関して する制度・ ー ス・設備などに いても た。 する制

－38－

って男女共同参画推進事業を進めてきた。これまでに した関 の 理，分 作業

等のため活動ス ース 保 その設備整備予算の要求を ，2014 年 4 月，教員 成課

C5-222 に男女共同参画 室を整備し，これまでに ， した や関 図書の

理を行う か，企画専門部会のミー ングス ースとして活用している。 
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度などに関して， ン ー制度， 期間の介護休 制度や介護に対する 理解，急

に子どもを ける場合の保育施設，女性の 理職を目 せる などの回 があった。 
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 2015 年 6 月 24 （ ），「男女共同参画推進」を ー に，2015 年度教職員 ミ ーを

キャンパスで開催し，教職員，学生合わせて 65 の参加があった。 
 同 ミ ーは 部で 成され， 1 部では「2014 年度 教育 学男女共同参画推進助

成」を受けて進められた調査・ に関する以 の の がなされた。小 准教授

「父親の子育てを支える社会 ス の 」， 子教授「 における『子育て支

援 イド ック』の 」， 准教授「 ン ーの から見るグローバル助成人材

の育成」，そして 「イク ン・イク ス 成 ロ クト」である。 
 2 部は，男女共同参画に関わる民間企業の取り 事例として， 会社ワ ールの

イバー 推進課の 山か り を いて，「ワ ール イバー ン トと

『くる ん』 定 の取り 」と して講 をいただいた。 
 会社ワ ールは，2014 年に イバー 支援室を設 し，その取り を 化し

ている。その として， と に内部要 として 業員女性比 が 87％を めること，

た に 部要 として人口 ー ス期（人口 少が経 にとって イ ス要 となる期）

に対 できる 世 リー ーの必要性を している。 まり，育児や介護と仕事の両立

（ワークライフバランス）をはかり，女性が働き けることを とするような環境の整備

が企業の 来にとって の課 であるという 識である。そして，これらの課 に対

することによって，多 な人材は各々の する多 な 力をフルに発 することができ，結

果として企業全 のパフ ー ンスが引き上げられていくと考えている。したがってワ

ールにおいては， イバー は経 課 の と と けられている。 的には介

護と仕事の両立，出産・育児と仕事の両立，さらには定年後 雇用や がい者雇用，そして

ル バック制度（ 雇用 制度のことで近年多くの企業で取り めている）な

どに取り んでいる。 
ワ ールは 2012 年にくる ん 定を取得したが，さらに ラ くる ん 定 けて

行動 画を策定している。 
ミ ー 後のアン ートから参加者の声を聞いて よう。アン ート回 者は 52 で，

男性 23 ，女性 29 であった。職 等では，教員 8 ，事務 職員 31 ，学生 12 で

あった。アン ートでは 50 が「たい ん 用であった」もしくは「 用であった」と

している。 に改めて男女共同参画に いて考えて るよい機会となっているという参

加者が多く，もっと多くの人が参加すべきであるとの声は い。 的には，「 聞けな

いような企業の イバー の取り が聞けてよかった」「 分の 来の として聞

くことができた」「 らない制度がたくさんあって， い の機会となった」「育休を取る

うも努力する。だから周りもフ ローするということが 要だと った」「育児だけでは

なく介護の も 要だと分かった」等々である。 
同アン ートでは，男女共同参画に関わって する制度・ ー ス・設備等に いても

ている。回 としてもっとも要 の高いものは，やはり保育所であった。これは以前よ

り い要 としてあり，委員会としても を てきた でもある。同 に今回のアン
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で を て 
 男女共同参画に関わる ー を教職員 ミ ーで取り上げるようになったのは 2010 年

からである。したがって 2015 年で 6 回目となる。ここではアン ートに された参加者の

声をもとに，この 6 年間の取 を り って る。 
 図 1 はこの間の参加者数の推 を たものである。これによれば 2010 年以 ，

参加者数は 少を けていたが（ただし 2014 年はアン ート回 者数を しているので，

実際には 2013 年と同 であったと われる），2015 年は増加に じた。 

 
参 に る  

参  
 
 図 1 より，参加者の職 成を ると，教員・教諭の参加者比 が のまま

であることがわかる。これに対して学生の参加者比 が高まっている。教員・教諭の参加者

数の推 （アン ート回 者の ）を ると，2013 年には 20 でまだ を していた

が，2014 年には 9 ，2015 年には 8 という状 にある。 
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 図 1 より男女共同参画の取 に関する理解度を ると，2012 年まではおよそ

参加者の 80％前後が「 っている」という であったが，2013 年には「 っている」の

よりも「なんとなく っている」と「 らない」という がおよそ 50％を える状 とな

っている。以後も「 らない」という の比 が増加 にある。これは学生の参加比 の

増加に関 していると推 される。そして「なんとなく っている」という が男女共同参

画に いて少し学んで ようとする があるのではないかと考える。 
 

 
画  

 
 では最後に企画の に いて ておこう。これによれば「たい ん 用であった」が

80％を えた 2013 年と最 であった 2011 年を けば，「たい ん 用であった」と「 用

であった」が 40 50％ 度で同 にあるというのが 均的な状 である。しかし「 用
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であった」が な回 として づけられ，一部にやや 的なニュアンスも むものと

するならば，2011 年と 2014 年は「あまり 用ではなかった」という が一定数 する

ことから，2010 年，2012 年，2015 年が 均的 ，2013 年が高 ，そして 2011 年と

2014 年が， が かったといえそうである。各々の年の企画は，2010 年から 2012 年ま

でが 学の先進事例を学 ことを企図して， 学， 本 学，そして 学 学か

ら ストスピー ーを いたもの，2013 年がイク ンに関するもの，そして 2014 年と 2015
年が民間企業の取り を内 とするものであった。 
 さて，以上のようなアン ートに された数 から今後の課 としてどのような が

できるであ うか。 
 ま よりも参加者数の である。2015 年は増加 を したとはいえ，2010 年の

を える状 にはなっておら ， 対的にも相対的にも い状 にある。 に と わ

れるのが教員の参加者数の である。そして には していないが，相対的な男性の参

加 の さである。これまでの企画において 調されている に育児や介護に対する男性

の理解の 要性がある。したがって本学の男女共同参画の取 を進めていく上で，今後，ど

のように参加を していくかが われる。 すれば，たとえば子育てが 分 身に し

た課 でなくとも， 来の父や母となりうる学生と関わりを 限り 要な として

づけられるのである。どのようにすれば男女共同参画の取 に意識が かうのか，解

法は には見出せるは もないが，さまざまな を して る必要がある。 
 参加者の増加を考えるうえで，当部会がま 考え実行できることは，企画の である。

前回の 書でも したが，2013 年は と の であった。上 の企画内 を見れ

ばわかるとおり，2013 年より前は 学の男女共同参画の取 の紹介であった。 うなれ

ば， 学という 間に限定された である。このような企画は 学における男女共同参画

を推進する立場からすれば参加意 の見出しやすいものであるが，そうでなければ 力の

しいものと ってしまう。したがってこの時期の参加者の と の 性として男女共同

参画に対する理解度の高さが見出せる。しかし 2013 年のイク ン は 学内 を わ

目される であった。したがって あまり男女共同参画に意識を たない参加者も

き ける ー であった。参加者数の増加こそなかったが，あらたな の参加者を した

といえる。この は 2014 年以 の民間企業の取 の紹介にも見出せる。しかし，民間

企業の場合の「 イバー の取 」は多 性を経 として生かすという が

調される にあり，ある で な議論に ってしまう 性があり，またそこに参加者

との が発生する。これが 2014 年と 2015 年の参加者数と の いを したのではな

いかと考えるのである。2014 年と 2015 年の いという では，もう と 学内 成員に

よる の があげられる。アン ートにおいてもこの を する声があった。身近な

人が すということも参加者を き ける要 となりうると考える。 
 以上のようなこれまでの経験と 積を まえて， 年度以 の教職員 ミ ーがより本

学 成員のニー に した 力的なものとなり，多くの参加者が男女共同参画に いて考

えるより い場となるよう，いっそうの内 の充実を求めていかなければならない。 
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 図 1 より男女共同参画の取 に関する理解度を ると，2012 年まではおよそ
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 「キャリアデ イン」は教 基 科目として開講されている。講 当者は，本学キャ

リア支援 ン ーの ン ー長を務める 子 准教授である。2014 年度は，「キャ

リアデ イン ・ ・ ・ 」に分けて， なる内 で開講され（キャリアデ イン は

イン ーン ッ 験を む 中講 ），2015 年度は，「キャリアデ イン」の講 で複

数（前期・後期 ）開講された。 
2015 年の ラバスでは， 

・「キャリア」「キャリアデ イン」の意 を 分の で できる。 
・多 な や 々な働き方を理解する。 
・ 分の ・人生 ， ・ 性を考え，受け れることができる。 
・社会環境と人の ながりを理解し， 分のキャリアをデ インする力を身に ける。 
・社会で必要とされる 性などの社会人基 力を 上させることができる。 
・学校現場で実施されるキャリア教育の意 と必要性を できる。 
の 6 が 目 とされている。2014 年度の ラバスでは，キャリアデ イン におい

て，「「キャリア」「キャリアデ イン」の意 が理解できる。多 な や 々な働き方

を理解する。 分を受け れ，周りの人たちや社会環境との ながりを理解してキャリア

をデ インできる。 分の人生を り くために必要な力や 識を身に ける。」の 4 が

目 とされた。 
 この 2015 年「キャリアデ イン」，2014 年「キャリアデ イン 」の一部では，上記の

目 とも関 づけながら， 1 時限分（90 分）を男女共同参画に関する講 として 2011
年度から部会 ンバーが 当している。2014 年度は，前期 2 限・後期 2 限の「キ

ャリアデ イン 」において，2015 年度は，前期 3 限・ 2 限の「キャリアデ イ

ン」において，い れも 1 時限分を 当した。 的な内 は のとおりである。 
 

 
2014 年 6 月 11 （ ） 2 限 

小 （企画専門部会委員，学校教育講座 准教授） 
117 （課 出者） 

な 以 の内 を，学生 身の内省を モする課 を めて実施した。 
1 この講 の である， 教育 学での男女共同参画推進 の制定，およ 教

育 学男女共同参画推進行動 画の内 を に し，その一環としての講 である

ことを した。 
2 はじめに，「 分がもし子育てをすることになったら ると うこと・ なこと」に

いて考える課 を行った。 に，子育てとキャリアをめ って，厚生労働省の を

もとに，少子化の進行や 業 のいわ る「M ー 」を するとともに，近年経

発 を せた 国の少子化リスクを 材に， 々の 実現とともに「働きたい人が
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きちんと働ける」「生産性 上」という からも男女共同参画が求められることを

した。あわせて，男女共同参画が進んでいる企業の業 や などが高い にあるこ

となどを，同じく厚生労働省の から した。 
3 上記 2.の課 で書いた内 に対し，どんな支援が必要かを考える課 を行った上で，子

育てをめ って発 理学 でわかってきていることを「女性の うが男性より「よ

い」親か」「子どもを保育園に けることの はあるか」などの ー で した。

そのうえで，父親の育児参加の必要性や職場の意識改革の必要性などを した。最後

に，国立社会保 ・人口 所の 14 回出生動 基本調査を用いて，男女で結婚相

手に求める現状に きな性 がある現状を紹介した。 
 

受講生の記 内 の中には， らの 意識や経験に って考えを進めて

いるものも見られた。たとえば「意識の がりに地 があるので（ と地方を比べれ

ば性 割分 は地方が い），そういった を 正するためにどのようなことが必要だ

うか。」などである。講 の内 を 定する意見（例「育児に対する支援を積 的に行う

ことが必要」「パート ーや周囲の理解が 要」）は多い。 
 

上記のような感想が られる一方， を らにかかわることとしては

えていないことが分かる回 ，講 の ッ ー を 分理解していないと感じられる回

も られた。また，時間 分を考 して，受講生が考えを める時間を 保することも課

と考えられた。 
 

2014 年 7 月 1 （ ） 2 限 
 （ スト講  所長 社会部高齢施策推進課） 

100 度 
な で本学 業生の が スト講 として教 に立った。

は本学を 業後，専門学校に通って国 である を取得し，現 は 所

の長 社会部高齢施策推進課に 務している。 中や などにより 機 や

に がいのある 者 のリ リ ー ンに わる か，地 のグルー 活動にも

している。 
 行政で働く理 に いて「 生という分野に があったから」と す 。国

や の関 者と することですべての取り が ながりをもち， 民 正 に

ー スを 供できることがその 力である。さらに専門職ならではの を，「 々の 例

に じて，予後予 を えた 的な ，助 ができること」と った。 
 また， で働く ら， 成 22 年に本学 学 科学専 課 を し，2014
年 4 月からは 学 学 保 学 科 後期課 で学んでいる。「仕事との両立は

ですが，理論と実践の反復はキャリアの形成に ながります」と意 を った 
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 「キャリアデ イン」は教 基 科目として開講されている。講 当者は，本学キャ

リア支援 ン ーの ン ー長を務める 子 准教授である。2014 年度は，「キャ

リアデ イン ・ ・ ・ 」に分けて， なる内 で開講され（キャリアデ イン は

イン ーン ッ 験を む 中講 ），2015 年度は，「キャリアデ イン」の講 で複

数（前期・後期 ）開講された。 
2015 年の ラバスでは， 

・「キャリア」「キャリアデ イン」の意 を 分の で できる。 
・多 な や 々な働き方を理解する。 
・ 分の ・人生 ， ・ 性を考え，受け れることができる。 
・社会環境と人の ながりを理解し， 分のキャリアをデ インする力を身に ける。 
・社会で必要とされる 性などの社会人基 力を 上させることができる。 
・学校現場で実施されるキャリア教育の意 と必要性を できる。 
の 6 が 目 とされている。2014 年度の ラバスでは，キャリアデ イン におい

て，「「キャリア」「キャリアデ イン」の意 が理解できる。多 な や 々な働き方

を理解する。 分を受け れ，周りの人たちや社会環境との ながりを理解してキャリア

をデ インできる。 分の人生を り くために必要な力や 識を身に ける。」の 4 が

目 とされた。 
 この 2015 年「キャリアデ イン」，2014 年「キャリアデ イン 」の一部では，上記の

目 とも関 づけながら， 1 時限分（90 分）を男女共同参画に関する講 として 2011
年度から部会 ンバーが 当している。2014 年度は，前期 2 限・後期 2 限の「キ

ャリアデ イン 」において，2015 年度は，前期 3 限・ 2 限の「キャリアデ イ

ン」において，い れも 1 時限分を 当した。 的な内 は のとおりである。 
 

 
2014 年 6 月 11 （ ） 2 限 

小 （企画専門部会委員，学校教育講座 准教授） 
117 （課 出者） 

な 以 の内 を，学生 身の内省を モする課 を めて実施した。 
1 この講 の である， 教育 学での男女共同参画推進 の制定，およ 教

育 学男女共同参画推進行動 画の内 を に し，その一環としての講 である

ことを した。 
2 はじめに，「 分がもし子育てをすることになったら ると うこと・ なこと」に

いて考える課 を行った。 に，子育てとキャリアをめ って，厚生労働省の を

もとに，少子化の進行や 業 のいわ る「M ー 」を するとともに，近年経

発 を せた 国の少子化リスクを 材に， 々の 実現とともに「働きたい人が
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 学生には「 ャンスを作り，活かすには，事前の 備と の信頼関 の が で

す。 イミングを さ ，相手の に む をもってください」とアドバイスを

った。 
 

学生がこの講 を き，「リ リ ー ン専門職 の進 を考えていた

ので， 来の になりました」「行政の専門職に関 があったので，実際に仕事に 事し

ている人の が けて参考になりました」と 身の 来 を受けている学生も見られ

た。 
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2015 年 7 月 7 （ ） 3 限 
小 （企画専門部会委員，学校教育講座 准教授） 

93 （課 出者） 
な 上記 2014 年「キャリアデ イン」と同 の内 を，学生 身の内省を モする

課 を めて実施した。 比 とともに，合 出生 や女性の 業 を ・ア

アの 国と比 するグラフを用いて国際比 を実施した。 
 

2014 年度に比べ，講 の進行を調整し，受講生の意見を記 する時間を長

めにした。たとえば「（前 ） たちの世 では，男子と女子で立場が なるということは

少ないとは いますが， たちの親の世 の 40 50 では，男女の 割分 の考えが

いていると います。（中 ）男性が子育てしやすい環境，女性が働きやすい環境が整えら

れていけば，少子化という な の解 に ながるのではないか。」などの感想が ら

れた。 
 

前年度と同 ，受講生から，講 内 を 定する意見は多く られるが，

そこから一 先 む（例えば 分 身の 来と関 づけて考える）ことが，なかな

か しいことは改めて理解できた。（講 を全 的に受け れないとしても） 分の生き

方・ を形成していく 的な ートが必要と われた。 
 

2014 年 12 月 16  2 限 
子（企画専門部会委員，人間科学講座 准教授） 

70 度 

2015 年 6 月 24 （ ）2 限 
子（企画専門部会委員，人間科学講座 准教授） 

70 度 
な  「キャリア発 と ン ー その 理学的 ニ 」の にて講 を行

った。 的な内 は，これまで行ってきたス ット講 を するかたちの 3 部 成で

ある。授業開 時に，“これは 性のやることだ”というス レ イ は 信を げる

のか？ 男女 はどのようにして くのか？ 性の に するための として

を身に けるべきか？ という 3 の を げかけた。その後に 理学や社会学の理論

や実験・調査デー を用いて， ン ーにま わる に いて論じた。 
 

ン ーという は っていたが， 分 身にス レ イ や い

があることには が いていなかった。職業に関するス レ イ や 見を くす
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 学生には「 ャンスを作り，活かすには，事前の 備と の信頼関 の が で

す。 イミングを さ ，相手の に む をもってください」とアドバイスを

った。 
 

学生がこの講 を き，「リ リ ー ン専門職 の進 を考えていた

ので， 来の になりました」「行政の専門職に関 があったので，実際に仕事に 事し

ている人の が けて参考になりました」と 身の 来 を受けている学生も見られ

た。 
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ことで， 人の職業 の が がると う。それが当たり前だと っていると， を

くことなしに生活を っているので教育の 割は 要だと う，などの感想が かれた。  
 

こちらが を げかけることは，学生にとってはこれまで のこととし

てきた考え方や ，意識や態度に いて 考する い機会になるだ う。一方，授業で

得られる 果は限定的なものであるために，学生 の 々の生活の 々な場 で づきや

考を すような働きかけが まれる。  
 

2015 年 12 月 16  2 限 
（ スト講  金 学教育学部 准教授） 

100 度 
な 金 学准教授の （ 産地理学専門）が，「『まな こと，はたらく

こと， ながること』から える人，社会」と して教 に立った。 
 は 教育 学を 業し， の高等学校で 講 を務めたが，教 の仕事

の 信を いかけていたときに 学教員からの めもあり， 学 の 進学を 意。本

学 学 課 ， 学 学 後期課 を経て， 学中に金 学教育学部の講

の ストに し，現 は地 学 当の准教授の 職にいる。 
 学教員になって 9 年目，結婚・出産という人生の 目が れ，「仕事が しく， に

も 力したい，でも，いま子どもと き合わなかったらい き合うのか？」との いか

ら，同 の とともに育児休業を取得した。復職後も，学生による子 や 学制度の活

用により，教員と育児を両立させた。「学生たちにとっても子育てがどういうものかを間近

で してもらう機会にもなります。社会全 で子どもを育む関 を するために，育

児の『見える化』も必要なのではないかと います」と った。 
 最後に は，教員をめざす学生に けて「子どもたちにとって教員は一 身近な 人

で，その 動を ら ら のうちに学んでいることもあります。 野を げて，引き出

しをたくさん増やし，子どもたちのお手本になるような教 をめざしてください」と ー

ルを った。 
 

出 した学生からは「働く母親が仕事と育児のバランスに まないよう，

もっと社会全 での支援 制が必要だと感じた」「もし 教 の先生に子どもが生まれたら，

わたしも子育てに 力して支えたい」などの感想が せられた。 
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と  
「 ン ーと ク ュアリ 」は教 基 科目として開講されている。2014 年度は

キャンパスで後期 1 を教職教育 ン ー長の  実教授と同 ン ーの

准教授（2015 年度から 合教職実践 科所 ）が 当，2015 年度は キャンパス

で後期 2 を 准教授が，天 キャンパス（ 部）で前期 1 を 教授と

准教授が 当した。 
2014 年度の ラバスでは， 

・基 的な を るとともに， ン ー ン な考え方を学 ， ン ーの

から世 を えなおすことができる。 
・性 力（ ク ュアル ラス ント，DV 等）に いて理解し，加 者にも 者にもな

らないために，性 力を さない感性，態度を身に ける。 
・ スト雇用機会均等法世 の生き方・働き方に いて考え， らのキャリア ラン（生

き方・働き方）を することができる。 
・上記に いて，学校における男女 等教育の から考えることができる。 
の 4 が 目 とされ，2015 年度の ラバスでは，これらに加え「LGBT（ ク ュ

アル・ イ リ ）に いて学 ，多 な性のあり方と ミングア トの意 に いて

理解する。」が加わった。 
この 2 年間では 5 を企画専門部会 ンバー スト講 が 当した。 的な

内 は のとおりである。 
 

と  
2014 年 11 月 26 （ ） 2 限（月 授業 ） 

上 （企画専門部会委員，教職教育 ン ー 准教授） 
150 度 

な 授業前 部分では 教育 学の男女共同参画に関する取り に いて紹介

した。後 部分では，「ド ス ックバイ レンス（DV）」の を取り上げ講 した。

また，内閣府男女行動参画 による 年 を対 にした 際相手からの 力 に関する
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ことで， 人の職業 の が がると う。それが当たり前だと っていると， を

くことなしに生活を っているので教育の 割は 要だと う，などの感想が かれた。  
 

こちらが を げかけることは，学生にとってはこれまで のこととし

てきた考え方や ，意識や態度に いて 考する い機会になるだ う。一方，授業で

得られる 果は限定的なものであるために，学生 の 々の生活の 々な場 で づきや

考を すような働きかけが まれる。  
 

2015 年 12 月 16  2 限 
（ スト講  金 学教育学部 准教授） 

100 度 
な 金 学准教授の （ 産地理学専門）が，「『まな こと，はたらく

こと， ながること』から える人，社会」と して教 に立った。 
 は 教育 学を 業し， の高等学校で 講 を務めたが，教 の仕事

の 信を いかけていたときに 学教員からの めもあり， 学 の 進学を 意。本

学 学 課 ， 学 学 後期課 を経て， 学中に金 学教育学部の講

の ストに し，現 は地 学 当の准教授の 職にいる。 
 学教員になって 9 年目，結婚・出産という人生の 目が れ，「仕事が しく， に

も 力したい，でも，いま子どもと き合わなかったらい き合うのか？」との いか

ら，同 の とともに育児休業を取得した。復職後も，学生による子 や 学制度の活

用により，教員と育児を両立させた。「学生たちにとっても子育てがどういうものかを間近

で してもらう機会にもなります。社会全 で子どもを育む関 を するために，育

児の『見える化』も必要なのではないかと います」と った。 
 最後に は，教員をめざす学生に けて「子どもたちにとって教員は一 身近な 人

で，その 動を ら ら のうちに学んでいることもあります。 野を げて，引き出

しをたくさん増やし，子どもたちのお手本になるような教 をめざしてください」と ー

ルを った。 
 

出 した学生からは「働く母親が仕事と育児のバランスに まないよう，

もっと社会全 での支援 制が必要だと感じた」「もし 教 の先生に子どもが生まれたら，

わたしも子育てに 力して支えたい」などの感想が せられた。 
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予 発教材を用いて，よりよい人間関 を考えるためのグルー ワークを行った。 
 

「 教育 学が男女共同参画に関して 々なことを行っていることを め

て った」「 分 身のことを考える機会になった」などの感想が得られた。 
 

と

2014 年 12 月 15 （月） 2 限 
山 野 （ スト講  LGBT 活動 ，NPO 法人 ートを な う学校 ） 

152  
な 世 で 5.2%（当時）の割合で するとされている LGBT に いての基 識

や社会的な理解が進 ある現状に いて べ，性同一性 である らが，男性と意

識する と女性 と 化する身 との 一 に し ながら成長してきた を紹介した。

「フ ン ングとの出会いにより一時の さ， しさも人生における成長の になった。

ン レックスをいかに受け め， の一 を 出すかが である。」と めくくった。 
 

LGBT 女性同性 者，男性同性 者，両性 者およ トランス ン ーの をと

った ク ュアル イ リ の  

 

 

と  
2015 年 11 月 30  2 限 

上 （企画専門部会委員，教職教育 ン ー 准教授） 
40 度 

な 昨年度に引き き，「ド ス ックバイ レンス（DV），デート DV」を ー

に講 を行った。授業前 では，DV とは か， 者からの 力の 者の保

護に関する法 に いて，児童 待と DV，この に対して学校教員ができること・なす

べき対 ，などに いて解 した。授業後 においては，昨年度と同 に， 際相手から

の 力 のための予 発教材を用いてグルー ワークを行った。 
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「グルー ワークでは ンバーの と 分との いをたくさん る事が

できて かった」「人間関 では相手を いやることが しさと さを し， な事

があった時には 分もはっきり No という意 をすることが だと った」などの感

想を得た。 
 

本学の男女共同参画の取り に いて授業で聞いて めて ったという

学生も多く，このような機会に積 的に えることは 要であると感じた。 
 

と

2016 年 1 月 4 （月），5 （ ） 2 限 
小 （ スト講  府立 高等学校 教諭） 

74  
な 「 ク ュアル イ リ の生 支援から学んだこと」と し，小 が関わ

ってきた ク ュアル イ リ の生 の ピ ードを え，2 間にわたって学校現場

における支援 制の現状を った。これまでに った の人 教育の により， レ

に方 を立てることができたという小 は「当事者生 の ちに り い， め

け に本人の を待 が 」と学生にアドバイスした。 
 

「教 として ミングア トされた際に，子どもの意見， ちを 一に

し，その上で 人の当事者との出会いや学校，親との を図って， ー で かく

き合っていくことが だと った」「 々な を えた生 の を う力を教員は っ

ているのだと った」などの感想を得た。 
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予 発教材を用いて，よりよい人間関 を考えるためのグルー ワークを行った。 
 

「 教育 学が男女共同参画に関して 々なことを行っていることを め

て った」「 分 身のことを考える機会になった」などの感想が得られた。 
 

と

2014 年 12 月 15 （月） 2 限 
山 野 （ スト講  LGBT 活動 ，NPO 法人 ートを な う学校 ） 

152  
な 世 で 5.2%（当時）の割合で するとされている LGBT に いての基 識

や社会的な理解が進 ある現状に いて べ，性同一性 である らが，男性と意

識する と女性 と 化する身 との 一 に し ながら成長してきた を紹介した。

「フ ン ングとの出会いにより一時の さ， しさも人生における成長の になった。

ン レックスをいかに受け め， の一 を 出すかが である。」と めくくった。 
 

LGBT 女性同性 者，男性同性 者，両性 者およ トランス ン ーの をと

った ク ュアル イ リ の  

 

 

と  
2015 年 11 月 30  2 限 

上 （企画専門部会委員，教職教育 ン ー 准教授） 
40 度 

な 昨年度に引き き，「ド ス ックバイ レンス（DV），デート DV」を ー

に講 を行った。授業前 では，DV とは か， 者からの 力の 者の保

護に関する法 に いて，児童 待と DV，この に対して学校教員ができること・なす

べき対 ，などに いて解 した。授業後 においては，昨年度と同 に， 際相手から

の 力 のための予 発教材を用いてグルー ワークを行った。 
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男女共同参画  
 本学において男女共同参画を推進していくためには，それ れの教員が当 ー を

った授業や働きかけを積 的に行っていくことが まれる。本ワーキング・グルー では，

その際に活用できる教材を ・整理することを目的として活動を行ってきた。2015 年度

は，本部会の ンバーが「 ン ーと ク ュアリ 」 「キャリアデ イン」に

おいて実施してきたス ット講 で用いた を用いた教材の イン ンスとアッ デ

イトを行った。 
 

と  
 2015 年度は，「子育てとキャリア（小 ）」，「 ン ーと ク ュアリ ，

（上 ）」，「 ン ーと ク ュアリ （上 ）」，「 ン ーと

ク ュアリ （上 ）」，「キャリア発 と ン ー（ 子）」，「キャ

リアデ イン （ 子）」以上 6 の ン ン に いて イン ンスとアッ

デイトを行った。それ れの ン ン に いて，作成者，フ イル形 ，作成年，最

新年， 用授業，課 （ワーク）の ， リストの ，そしてキーワードをリス

トアッ して INDEX 化したものを 3 に す。 
 

男女共同参画

大阪教育大学男女共同参画教材コンテンツINDEX

コンテンツ番号 1 2 3 4 5 6

名称 「子育てとキャリア」
「ジェンダーとセクシュ
アリティー1」

「ジェンダーとセクシュ
アリティー2」

「ジェンダーとセクシュ
アリティー3」

「キャリア発達とジェン
ダーその心理学的メカ
ニズム」

「キャリアデザインⅠ」

作成者 小松　孝至 上田　裕美 上田　裕美 上田　裕美 安達　智子 鈴木真由子

ファイル形式 power point ×24枚 word ×5頁 word ×4頁 word ×3頁 power point ×2４枚 power point ×8枚

pdf ×4頁（関連資料） Excel ×2頁（質問紙／集計表）

Word ×1頁（設問）

作成年 2012年 2012年 2013年 2013年 2013年 2013年

最終更新・確認年 2015年 2015年 2015年 2015年 2015年 2015年

使用授業 キャリアデザイン ジェンダーとセクシュアリティー ジェンダーとセクシュアリティー ジェンダーとセクシュアリティー キャリアデザイン キャリアデザインⅠ

課題（ワーク） 〇 ― 〇 ― 〇 〇

文献リスト ― 〇 ― ― ― ―

大阪教育大学の現状 性・ジェンダーの定義 セクシュアルハラスメント 男女間の暴力 ステレオタイプ ジェンダーの定義と問題点

育児 性と発達 　－定義 ドメスティック・バイオレンス（DV） 自己効力 男女共同参画社会の定義

出生率 性行動 　－分類 配偶者からの暴力 性別とジェンダーの定義 職場・労働における男女共同参画

女性の仕事参加（M字型カーブ） 恋（愛） 　－影響 デートDV 性別ラベル 男女共同参画の実現に向けて

男性の家庭回帰 　－何故起こるのか 適応戦略

国際比較

キーワード

 
 

と ついて 
した教材 ン ン は，図 3 に すような「男女共同参画教材 ン ン 」

フ ル のもとに INDEX とともに保 し学内で共 化している。 用の際には， に

正・加 を加えて いこととする。ただし，同教材は学内で行う授業の で 用しその

の目的 の 用は じ， や は行わないこととする。また，教材 ン ン の作成
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者は，必要に じて ン ン 内 の 正や 加を行う。さらに， ン ン は 時 加

を行いながら い における 見を活かした男女共同参画教材を目 す。 
 

男女共同参画  

 
 

「 」  
 企画専門部会では，本学における男女共同参画を推進するための活動として 教 ロー

ルモデルパンフレットの作成を企画し，その実行のために，2013 年度に 教 ロールモデ

ル・ワーキンググルー を した。 
 本学においては，多 な 分野に わる教員が所 している中，分野によって男女比

に りがあることが，男女共同参画推進会議でもよく 識されており，学内に周 されて

きているとこ ではあったが，そのような分野 との男女比の 正は一 にはいか ，

々な取り が必要であった。そこで，その取り の と として，男女共同参画の

を れた 教 ロールモデルパンフレットの作成が企画された。 
 学では， に，理 女性 者の数を増やすことを目的に，理 を目 す女子学生

等 けに，各 学に所 する女性 者を紹介するパンフレットが作成されているが，

学のロールモデルの多くは，理 女性 者のロールモデルであり，そのようなロール

モデルは 合教育 学である本学においてはなじまない。そこで，本ワーキンググルー

では，本学が するのに さわしいロールモデルとはどのようなものか，本学にとって

なロールモデルとはどのようなものか，どのような ， 性を対 としたパンフレ

ットとするのか，といったことを し，以 のような内 のパンフレット「 教 ロー

ルモデル 2014」を作成した。 
 
）Ａ ，18 ー の 子  
） イトル「 のかたち 来のかたち 教 ロールモデル」 
） 子の 対 は高校生 
）高校生に進 の 野（男女共同参画の を めて）を げてもらうための本学

に さわしいロールモデル  
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男女共同参画  
 本学において男女共同参画を推進していくためには，それ れの教員が当 ー を

った授業や働きかけを積 的に行っていくことが まれる。本ワーキング・グルー では，

その際に活用できる教材を ・整理することを目的として活動を行ってきた。2015 年度

は，本部会の ンバーが「 ン ーと ク ュアリ 」 「キャリアデ イン」に

おいて実施してきたス ット講 で用いた を用いた教材の イン ンスとアッ デ

イトを行った。 
 

と  
 2015 年度は，「子育てとキャリア（小 ）」，「 ン ーと ク ュアリ ，

（上 ）」，「 ン ーと ク ュアリ （上 ）」，「 ン ーと

ク ュアリ （上 ）」，「キャリア発 と ン ー（ 子）」，「キャ

リアデ イン （ 子）」以上 6 の ン ン に いて イン ンスとアッ

デイトを行った。それ れの ン ン に いて，作成者，フ イル形 ，作成年，最

新年， 用授業，課 （ワーク）の ， リストの ，そしてキーワードをリス

トアッ して INDEX 化したものを 3 に す。 
 

男女共同参画

大阪教育大学男女共同参画教材コンテンツINDEX

コンテンツ番号 1 2 3 4 5 6

名称 「子育てとキャリア」
「ジェンダーとセクシュ
アリティー1」

「ジェンダーとセクシュ
アリティー2」

「ジェンダーとセクシュ
アリティー3」

「キャリア発達とジェン
ダーその心理学的メカ
ニズム」

「キャリアデザインⅠ」

作成者 小松　孝至 上田　裕美 上田　裕美 上田　裕美 安達　智子 鈴木真由子

ファイル形式 power point ×24枚 word ×5頁 word ×4頁 word ×3頁 power point ×2４枚 power point ×8枚

pdf ×4頁（関連資料） Excel ×2頁（質問紙／集計表）

Word ×1頁（設問）

作成年 2012年 2012年 2013年 2013年 2013年 2013年

最終更新・確認年 2015年 2015年 2015年 2015年 2015年 2015年

使用授業 キャリアデザイン ジェンダーとセクシュアリティー ジェンダーとセクシュアリティー ジェンダーとセクシュアリティー キャリアデザイン キャリアデザインⅠ

課題（ワーク） 〇 ― 〇 ― 〇 〇

文献リスト ― 〇 ― ― ― ―

大阪教育大学の現状 性・ジェンダーの定義 セクシュアルハラスメント 男女間の暴力 ステレオタイプ ジェンダーの定義と問題点

育児 性と発達 　－定義 ドメスティック・バイオレンス（DV） 自己効力 男女共同参画社会の定義

出生率 性行動 　－分類 配偶者からの暴力 性別とジェンダーの定義 職場・労働における男女共同参画

女性の仕事参加（M字型カーブ） 恋（愛） 　－影響 デートDV 性別ラベル 男女共同参画の実現に向けて

男性の家庭回帰 　－何故起こるのか 適応戦略

国際比較

キーワード

 
 

と ついて 
した教材 ン ン は，図 3 に すような「男女共同参画教材 ン ン 」

フ ル のもとに INDEX とともに保 し学内で共 化している。 用の際には， に

正・加 を加えて いこととする。ただし，同教材は学内で行う授業の で 用しその

の目的 の 用は じ， や は行わないこととする。また，教材 ン ン の作成
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）モデルは以 の （所 職 等は発行当時） 
 ・教員 成課 理科教育講座教授 子  
 ・教 学科ス ー 講座准教授 生  
 ・教 学科 講座准教授 子  
 ・ 理部 務課 務 職員  
 ・ 理部 務企画課教員 成課 支援 職員 中 実  
 ・ 学 教育学 科実践学校教育専 回生 本 先  
）各モデルが以 の に回 する形  

 ・どんな ・仕事をされていますか？ 
 ・ 者・本学の事務職員にな うと ったきっかけ， 学 進学しようと ったきっ

かけは ですか？それは「い 」どのようなことでですか？ 
 ・ 生活・仕事・ 学 生活の中でのやりがいはどのようなことですか？ 
 ・どんな高校生活・ 学生活を りましたか？ 
 ・働きながら 学 で学 のは ではないですか？ 
 ・これから 学 進学する高校生の なさん の ッ ー  
 
 「 教 ロールモデル 2014」は 2014 年 月に発行され，2014 年度 2015 年度の本

学 ー ンキャンパスにおいて された。 
 された「 教 ロールモデル 2014」はすでに が れており，現 ， として

「 教 ロールモデル 2016」の作成を しているとこ である。 
 

 

 
政府より， の生活ス イルを 革する新たな国民 動（「 の生活ス イル 革（

う活）」）を 開するとの方 が されたことを受け，本学においても，2015 年 7 月

8 月をワークライフバランス推進 化月間と設定し， 記の取り を実施した。 
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 に る「 」 について

「 」
 
 教育 学における国民 動「 の生活ス イル 革」の取り に いては，「ワ 
ークライフバランス推進 化月間」と づけ実施するものとし， 成 27 年度は以 の 
とおり取り を行います。 
 
 期間  

 成 27 年 7 月，8 月 
 
 実施内  

（ ）定時 の取り 化（ 実施） 
  成 24 年度以 ，事務 においては を定時 としてワークライフバラン 
 スの実現，事務の 化 務の に取り んでいるとこ です。 
  期間中は，各部課室において，さらに の に定時 を設けることとします。 
 なお，定時 の実施は，業務に支 のない 囲で取り むものとします。 
 
（ ）定時 の一 消 の 行 
  定時 の当 は，18 時までの消 を 行するなど定時 の実 性を高める取 
 り を 行して実施します。 
   
（ ）業務 の取り 化 
  今年度実施することとしている業務 の取り に いて，この期間に 中的に  
 ・実施します。 
 
（ ）会議等設定時 の の実施 
  期間中，会議等の設定にあたっては，定時 や 出 などの取り に して 
 ください。 
 
（ ） 出 の実施 
  各部課室の一部の 職員において， 出 （ 務時間開 時 時 を  
 め開 時 を 7 時 30 分以 に設定）を実施し， 出 者には 務を行わせ 
 ないものとします。 
  なお， 出 は，業務に支 のない 囲で行うものであり， 口時間や休 時間を 
 することなく，また の職員 の が増すことのないよう実施することとします 
 ので， があっても全ての職員に 用できるものではなく，課室で数人など限定的に 
 実施することとしてください。 
 
 その   

（ ） の取り は，教員の の 理解 力を得て事務 を中 に行うものですが， 
 教員の も 合の す 囲で，実施期間を らすなどして，ワークライフバランス 
 の実現に取り んでください。 
 
（ ）夜間 務， フト制 が 期である課室 に 学校の事務室などでは 
 業務に支 があるため 務など一部の取り に いては実施が は な 
 ものもありますが な 囲で してワークライフバランスの実現に取り んで 
 ください。 
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）モデルは以 の （所 職 等は発行当時） 
 ・教員 成課 理科教育講座教授 子  
 ・教 学科ス ー 講座准教授 生  
 ・教 学科 講座准教授 子  
 ・ 理部 務課 務 職員  
 ・ 理部 務企画課教員 成課 支援 職員 中 実  
 ・ 学 教育学 科実践学校教育専 回生 本 先  
）各モデルが以 の に回 する形  

 ・どんな ・仕事をされていますか？ 
 ・ 者・本学の事務職員にな うと ったきっかけ， 学 進学しようと ったきっ

かけは ですか？それは「い 」どのようなことでですか？ 
 ・ 生活・仕事・ 学 生活の中でのやりがいはどのようなことですか？ 
 ・どんな高校生活・ 学生活を りましたか？ 
 ・働きながら 学 で学 のは ではないですか？ 
 ・これから 学 進学する高校生の なさん の ッ ー  
 
 「 教 ロールモデル 2014」は 2014 年 月に発行され，2014 年度 2015 年度の本

学 ー ンキャンパスにおいて された。 
 された「 教 ロールモデル 2014」はすでに が れており，現 ， として

「 教 ロールモデル 2016」の作成を しているとこ である。 
 

 

 
政府より， の生活ス イルを 革する新たな国民 動（「 の生活ス イル 革（

う活）」）を 開するとの方 が されたことを受け，本学においても，2015 年 7 月

8 月をワークライフバランス推進 化月間と設定し， 記の取り を実施した。 
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男女共同参画推進会議では 2012 年度より ン ーの を取り れた教育 活動

を する目的で，男女共同参画に関 した教育活動・ 活動 実践活動に対する助

成事業を行った。 
 

 
 2014 年度は， 6 のとおり を実施し， 数 7 中 5 が 2014 年 6 月

23 の男女共同参画推進会議における 査， 7 月 7 の 員 議会における 議を経て

された。 
 また，各活動結果 は 6 のとおりである。 
 

 
 
 

 
2015 年度は， 6 のとおり を実施し， 数 2 中 2 が 2015 年 7 月

5 の男女共同参画推進会議における 査，7 月 6 の 員 議会における 議を経て

された。 
 

 
 
 

区分 所属・職名 氏名 事業名 配分額

代表者 家政教育講座・准教授 小崎　恭弘

分担者・協力者 家政教育専攻・大学院１回生 増井　秀樹

代表者 家政教育講座・教授 鈴木　真由子

分担者・協力者 家政教育専攻・大学院１回生 杉村　千聖

代表者 健康生活科学講座・教授 碓田　智子

分担者・協力者 健康生活科学講座・教授 岡本　幾子

代表者 欧米言語文化講座・准教授 馬　暁華

分担者・協力者

代表者 学生サービス課・係長 別所　めぐみ

分担者・協力者
人事課・主任
学外協力者

九鬼　志郎
太平　満恵

800,000

家族を抱え夜間大学院で学ぶ社会人大学院生の就学
環境づくりに向けての調査研究

150,000

表Ⅳ－５－１  2014年度研究助成事業採択結果

父親の子育てを支える社会システムの検証
～父親の育児を支えるツールの分析から～

200,000

イクメン・イクボス養成プロジェクト
～くるみんマークをもつ学校を目指して

40,000

計

ジェンダーの視点から見るグローバル女性人材の育成：
日米中三国における男女共同参画の比較研究

230,000

大阪における「子育て支援ガイドブック」の提案 180,000

区分 所属・職名 氏名 事業名 配分額

代表者 家政教育講座・准教授 小崎　恭弘

分担者・協力者 家政教育専攻・大学院２回生 増井　秀樹

代表者 附属平野中学校・教諭 堀口　健太郎

分担者・協力者
附属平野中学校・副校長
附属平野中学校・教諭

山田　雅弘
高岸　康文

690,000

父親支援研究会の立ち上げとその活動
～我が国の父親支援発展を目指して～

計

400,000

表Ⅳ－５－２　2015年度研究助成事業採択結果

ワークショップを通して中学生が考える“性” 290,000
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2014 年度 教育 学男女共同参画推進助成の 内（ ） 
 
 男女共同参画推進会議では 教育 学 男女共同参画推進 行動 画 教育・ ・

発 の一環として，「4-1 ン ーの を取り れた教育 活動を する」目

的で，男女共同参画に関 した教育活動・ 活動 実践活動に対する助成事業を行う

ことになりました。 からの積 的な を期待しております。 
 

男女共同参画

 
助成金    80 円 

 
助成事業 数  2 3 度 

 
対  

 本学所 の 学校を む教職員や学生が， あるいはグルー ・講座等の で実

施する男女共同参画に関 した教育活動・ 活動 実践活動を対 とします。グルー

での活動の場合は，共同 の ンバーに学 者が加わってもかまいませんが，活動の

者は本学 者であり， 者は本学の教職員とします。また，学生等が す

る場合は， 者は本学教員とします。 
 

要  
 男女共同参画推進助成に る実施 画書 経 書を作成し， 期限までに人事

課職員 （ ール で 出の場合は ryouritu@bur.osaka-kyoiku.ac.jp）まで 出して さ

い。 は， フ イルを参 して さい。本学の男女共同参画推進会議の ー ー

からも ンロードできます。 
 

期限 
 2014 年 6 月 13 （金） 
 

査 
 された事業は，男女共同参画推進会議による 査委員会において，本学の男女共同

参画を推進させる事業かどうかの で 査を行い， 員 議会で 議の上，学長が 定

します。 
 

助成金 予定 
 2014 年 7 月中  
 

活動結果の ・発  
 助成を受けた 人・グルー 等は，年度 に活動 （活動の 要・成果） 会

をしていただきます。また，事業に関する は，本学 ー ー 等にも掲載させて

いただきますので ください。 
 今回より，2015 年の男女共同参画 間（6 月 23 29 ）関 行事（教職員 ミ ー）

にて活動 を行っていただく予定です。 
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男女共同参画推進会議では 2012 年度より ン ーの を取り れた教育 活動

を する目的で，男女共同参画に関 した教育活動・ 活動 実践活動に対する助

成事業を行った。 
 

 
 2014 年度は， 6 のとおり を実施し， 数 7 中 5 が 2014 年 6 月

23 の男女共同参画推進会議における 査， 7 月 7 の 員 議会における 議を経て

された。 
 また，各活動結果 は 6 のとおりである。 
 

 
 
 

 
2015 年度は， 6 のとおり を実施し， 数 2 中 2 が 2015 年 7 月

5 の男女共同参画推進会議における 査，7 月 6 の 員 議会における 議を経て

された。 
 

 
 
 

区分 所属・職名 氏名 事業名 配分額

代表者 家政教育講座・准教授 小崎　恭弘

分担者・協力者 家政教育専攻・大学院１回生 増井　秀樹

代表者 家政教育講座・教授 鈴木　真由子

分担者・協力者 家政教育専攻・大学院１回生 杉村　千聖

代表者 健康生活科学講座・教授 碓田　智子

分担者・協力者 健康生活科学講座・教授 岡本　幾子

代表者 欧米言語文化講座・准教授 馬　暁華

分担者・協力者

代表者 学生サービス課・係長 別所　めぐみ

分担者・協力者
人事課・主任
学外協力者

九鬼　志郎
太平　満恵

800,000

家族を抱え夜間大学院で学ぶ社会人大学院生の就学
環境づくりに向けての調査研究

150,000

表Ⅳ－５－１  2014年度研究助成事業採択結果

父親の子育てを支える社会システムの検証
～父親の育児を支えるツールの分析から～

200,000

イクメン・イクボス養成プロジェクト
～くるみんマークをもつ学校を目指して

40,000

計

ジェンダーの視点から見るグローバル女性人材の育成：
日米中三国における男女共同参画の比較研究

230,000

大阪における「子育て支援ガイドブック」の提案 180,000

区分 所属・職名 氏名 事業名 配分額

代表者 家政教育講座・准教授 小崎　恭弘

分担者・協力者 家政教育専攻・大学院２回生 増井　秀樹

代表者 附属平野中学校・教諭 堀口　健太郎

分担者・協力者
附属平野中学校・副校長
附属平野中学校・教諭

山田　雅弘
高岸　康文

690,000

父親支援研究会の立ち上げとその活動
～我が国の父親支援発展を目指して～

計

400,000

表Ⅳ－５－２　2015年度研究助成事業採択結果

ワークショップを通して中学生が考える“性” 290,000
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2014 年度 教育 学男女共同参画推進事業 活動結果  
てを る を る

（ 者）    政教育講座 准教授    小  

（分 者・ 力者） 政教育専  学 回生 増   
1. 目的 
 1990 年の 1.57 ック以 ，国を げての少子化対策が取り まれることとなった。しかし，わ

が国における少子化は改 の が見られ ，これまでの子育て支援の中 的な対 であった母親に

加えて，父親 の子育て支援が 要 されることとなった。 
2001 年に閣議 定された「仕事と子育ての両立支援策の方 に いて」の中で「父親の産休 5 間」

が されたことをきっかけとして，各 においても父親支援が取り まれることとなった。それ

ら 的な父親支援の取り として，近年いく かの新しい動きが られるようになってきた。 
それが「父子手 」と「パパスクール」である。そこで，本 ではこれら の取り に いて

の調査を行った。 父子手 に関する調査 における父子手 の現状を らかにすると共に，

その活用の意 に いて する。 パパスクールに関する調査 や NPO 法人等が行ってい

るパパスクールの講座内 を分 し，講座内 にどのような があるのか らかにする。 
 

2. 方法 
父子手 に関する調査 

(1)全国 調査 全国の を対 とした 調査を行った。調査期間は 2014 年 6 8 月，

数 47 部， 回 数 40 部， 回 は 85.10％であった。 
(2)近 調査 近 内（ 府・ 府・ ・ ・ 山 ・ ）の基 を

対 とした 調査を行った。調査期間は全国 調査と同 ， 数 168 部， 回 数 111 部，

回 は 66.07％であった。 
なお， の作成に当たっては小 （2006）の「父子手 に いてのアン ート」を参考に，一

部改 を行った。 
パパスクールに関する調査 
パパスクール ー ル イト(http://papaschool.solare-h.com/index.php?school)に記載されている

パパスクール，NPO 法人フ ーリング ャパンに調査 頼をし， している( 成 26 年 12 月 28
まで)パパスクールの講座内 を分 し，項目に分けて整理を行った。 

 全国 68 か所で行われているパパスクールを対 とした。期間は 2014 年 8 月 12 月である。調査

項目は， ， 催，場所，開催回数，期間， 人数，対 者， 性である。またそれ れの講座

と講 それらの 的な内 に対をデー とした。 
 
3. 結果 考  

父子手 に いて 
 調査の結果，父子手 の を行っている は ・基 ともに 3 割

度に留まり，父親の子育て支援に対する意識には とに が見られた。父子手 の を行っ

ていない理 として，共通して最も多かったのが「 の方法で父親の子育て支援・ 供を行って

いるため」という回 であった。父子手 の 度の さや 的な ・作成の となるような

ものがないことから， の方法で父親の子育て支援・ 供を行う が多くなったと考えられ

る。 
また， によって に作成された父子手 は，内 が に充実したものが多いことが ら

かになった。 ・基 ともに全 的にバランスの取れたものが多く， に子どもに関

する内 を した が最も多い割合を めた。父子手 の きな目的の一 に父親の子育てに

対する 感を取り き，育児参画 の意識の 成を図ることがあり，子どもに関する内 を し
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たと われる。一方，母子 手 との相 として両親のパート ー ッ に関する内 や WLB に

関する内 が記載されていることが げられる。 が 力して子育てを行うことを すためにこれ

らの内 が記載されており，母子 手 と比べて父子手 の 度が高いことが らかとなった。 
父子手 の活用に意 がある・ いに意 があると回 した は ・基 とも

に 9 割以上を めており，父親支援の な手 として えていることが分かった。 的には，父

親の育児参画に対する意識の 成，母親の育児 ，パート ーや子どもとの関 を作る一助と

なるなどの回 があり，父子手 が 々な 割を果たす ールであることが伺える。 
父子手 は， となる法 等が しないことから，各 に作成・ の やその内 が

委 られ，内 やその にも が生じている。母子 手 のように法 や政 を制定し，全国的に

一定 度以上の の父子手 が 供される環境を整備することが 要である。また，一部の で

されている「親子 手 」のように，父親・母親を分け に， が 力して子育てを行うこと

ができるような形に改 していく必要がある。 
現 ，各 によって父子手 以 にも父親支援の取り が行われているが， の意識の

や， の い，社会的に父親の子育てに対する 識が していることなどから， 分な支援が

行われているとは い い。少子化が進むわが国において父親支援は に 要な意 を もので

あり，今後， さをもって父親支援の取り を行い，社会的な父親支援 の意識， 識の 成が

されることが まれる。 
パパスクールに いて 

 現 が国で実施されている 68 か所のパパスクールで行われている講座内 を分 した。それらの

結果から，すべてのパパスクールで父親としての えを える内 が まれていることが ら

かとなった。これは，パパスクールにおいて一 の目 として父親である を たせるということ

を軸に いているためであると考えられる。また，子育てに関する意識・ 識・ 術に関する内 と，

のパート ー ッ に関する内 ，働き方に関する内 の 3 項目が多数のパパスクールに

まれていることが らかとなった。父親と子どもが する内 が まれている場合も し，

イベントを共に経験・ 験する中で ミュニ ー ンを めようとする意図も見られた。 
4. まとめ 
 2011 年にイク ン ー が社会で されるようになり，当時の 行 などとなった。「父親の育

児」という はある 度社会において され，定 したように感 られる。しかし実際の育

児においては，6 の子ども 父親の育児時間は一 均 39 分であり，同じ母親の 202 分を

に 回る。( 成 23 年度社会生活基本調査より)実に 1/5 度である。 が先行しており，実態と

しては，父親の育児 が社会で必 しも，実施されているとは い い い状 である。 
そのような にアンバランスな状 の改 ，また父親 身の意識の 化などを目 し，行政や子

育て支援関 者，また父親支援関 者や当事者としての父親も 々な活動を行うようになってきた。 
それらの 的な支援 ール・ ログラ が，「父子手 」「パパスクール」という形になって ら

れるようになった。これらは新しい形での子育て支援であり，その中においても「父親」に 化した

ものである。これまでの子育て支援が，どちらかというと母親支援の 相を って推進してきたこと

に対する，アン ー 的な意 合いも見受けられる。また子育て支援が社会的な課 となり，少子

化対策が が国における最 要課 として， づけられる昨今において，子育て支援の 囲の拡充

という動きの中で新しい ー ットとして「父親」に が定められているともいえる。 
このような社会全 の動きの中で，子育て支援の新しい対 者として，また子育ての としての

父親 の関 は今後ますます高まっていくと考えられる。その場合の支援 ール・ ログラ に関す

る や取り は， が国においては とんどなされておら ，今回のこれらの の意 は

に きいと考える。 
なお，本 における父子手 に関する は，2014 年度 政教育講座 4 年生 の 業

として取り んだものである。 
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対 とした 調査を行った。調査期間は全国 調査と同 ， 数 168 部， 回 数 111 部，

回 は 66.07％であった。 
なお， の作成に当たっては小 （2006）の「父子手 に いてのアン ート」を参考に，一

部改 を行った。 
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 全国 68 か所で行われているパパスクールを対 とした。期間は 2014 年 8 月 12 月である。調査

項目は， ， 催，場所，開催回数，期間， 人数，対 者， 性である。またそれ れの講座

と講 それらの 的な内 に対をデー とした。 
 
3. 結果 考  

父子手 に いて 
 調査の結果，父子手 の を行っている は ・基 ともに 3 割

度に留まり，父親の子育て支援に対する意識には とに が見られた。父子手 の を行っ

ていない理 として，共通して最も多かったのが「 の方法で父親の子育て支援・ 供を行って

いるため」という回 であった。父子手 の 度の さや 的な ・作成の となるような

ものがないことから， の方法で父親の子育て支援・ 供を行う が多くなったと考えられ

る。 
また， によって に作成された父子手 は，内 が に充実したものが多いことが ら

かになった。 ・基 ともに全 的にバランスの取れたものが多く， に子どもに関

する内 を した が最も多い割合を めた。父子手 の きな目的の一 に父親の子育てに

対する 感を取り き，育児参画 の意識の 成を図ることがあり，子どもに関する内 を し
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2014 年度 教育 学男女共同参画推進事業 活動結果  

に る「 て 」

（ 者）    政教育講座 教授      子 
（分 者・ 力者） 政教育専  学 1 回生   

 
目的  
本事業では， 府 の が発行する「子育て支援 イド ック」に 目し，どのような内

項目で 成されているのか，その と課 を する。また，それらが高等学校 科における学

内 と，どのような対 関 にあるのか する。同時に，子育て中の親がどのような を必要

としているのか，親になる前にどのような学 が必要であると考えているのかに いてニー を

し，以上の結果を反 させた「子育て支援 イド ック」を 作・ する。 
 
 
方法  

1） 発行の「子育て支援 イド ック」の ・分 ，意見 取 
調査方法 ・行政 当者 の による い合わせ・ 供の 頼 

・ イトより フ イルを （ 成 26 年 9 月 11 月）  
2）高等学校 科の教科書分  

・高等学校『 基 』教科書全 6 社の「保育」「子育て」に関 する学 内 の整理 
・子育て支援 イド ック との 内 の比  

3）子育てに関 した に対するニー 調査 
調査対 子育て中の親 12 人 
調査方法 人・グルー に対する アリング調査 
調査時期 成 26 年 9 月 
調査内 子育て支援 イド ック 用の ，育児中に 用した その と ，

親になる前に りたかったこと，高校生が学んでおくべきこと など 
4）「子育て支援 イド ック」の 作・  

・1） 3）の結果を反 させた，「子育て支援 イド ック」の 作 
・行政 当者（43 か所） アリング 力者（10 人）を対 に 作 イド ックの ・

の 頼 
 
 
結果・考  

1） 府 における「子育て支援 イド ック」の実態 
府 の全 43 のうち， 子形態での子育て支援 イド ックを発行している は

33 であった。 イド ックの作成にあたり， 内 は に 職員が 定しており， 部

に 託している はなかった。 
行政 当者は， 子形態による イド ックの意 に いて「イン ー ット環境がなくても

を得られ，手 に いておくことができる」（12 ），「（全 に することで） からの

働きかけができる」（4 ），「 が多い」（3 ），「今必要でなくても予備 識として

っておくことができる」「スクロールの手間がなく見やすい」（それ れ 1 ）といった，

民にとっての リットを げた か，「 子を用いることで 時に がしやすい」といった，

行政にとっての に対する もあった。 
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2）高等学校『 基 』における学 内 と子育て支援 イド ックとの比  
 高等学校 基 の教科書全 6 社中 5 社以上に記載されていた学 内 のうち，「予 」，

「 保育」，「遊 に いて」，「 待・育児 」，「 がいのある子ども」に いては， の多

はあるものの， した子育て支援 イド ックのうち 7 割を える 子において らかの記

載が できた。また，「からだ，ことば， ，社会性などの発 のめやす」，「 」，「母乳と

人 ，離乳 」，「基本的・社会的生活 や子どもの生活リ 」，「子どもの事 （予 ・

）」，「育児の男女共同」，「子どもの 」，「親の 割」に いては，1 3 割 度の イド

ックに されていた。 
 一方，「乳 児の 」，「社会で子どもを育てるしく づくり」，「出生 」，「世 の子どもの現

状」といった子育ての社会的 に関する学 内 に いて，記載されている イド ックが

できなかった。 
 また，教科書には掲載されていないが 7 割以上の イド ックにされていた内 は「 」，

「手当・助成」，「 機関一 」，「相 口一 」などであった。これらの地 に した 性

が高い生活 は，行政 ー スとして であると考えられた。 
 

3）子育て支援およ 子育て イド ックに関するニー  
アリング調査の結果，子育て支援 イド ックを 用した対 者は 4 分の 1 と少なかった。

地 の イド ックを ン ルとして したとこ ， 用経験の に関わら 数が 定

的な反 を した。その理 は「遊 場や親子で出かけることができる場所に いての が得ら

れるのが い」（経験あり 3 人，なし 2 人）「リーフレットは 理でき バラバラになってしまった

ので（ 子形態がよい）」（経験なし 2 人）などである。また， の としては，「見やすい・

手 にあるからす に見られる」（4 人），「 しい が得られる」（1 人）の か，「 ってからで

はなく予備 識として見られる」（1 人）といった回 もあった。 
子育て の にイン ー ットを 用した経験のある者も多かったが，「 りたいことがは

っきりしているときには 」（3 人）という がある一方，「 があまりにも しているの

でだんだん ットからは離れた」（1 人）という も された。 
・出産以前に りたかったことは，「子どもの発 の 人 ・生活 」（5 人），「産前産後

の の 化・ アに いて」（5 人）などであった。高校生に学 して しい内 に いては「 ル

モンバランスや出産前後の のこと， 人科 の さなど の アに いて」（4 人），「

や 児との れ合い 験」（4 人），「子どもにかかるお金のこと，働き方のこと」（3 人）などであ

った。また，「人間の 理 ， を学んで しい」という声も聞かれた。 
 

4）「子育て支援 イド ック」の 作・  
1） 3）の内 を まえ，子育て支援 イド ックを 作した。 成は， 必要と われる

の一 ， 的な イド ックの実例， 関 する高校 科学 内 の紹介，である。作

成した イド ックは，行政 当者 アリング 力者に し， を受ける。 
 
 

今後の課  
行政 当者 アリング 力者からの 結果を まえ， 作 「子育て支援 イド ック」の

改訂を行う予定である。 
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行政にとっての に対する もあった。 
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（ 者） 生活科学講座 教授  子 
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 夜間 学 ・ 科学専 には， 護 などの 職， ， 職，各 専門学校教員などの専

門職に 事し， 学 に通う 生が多い。2013 年度に 科学専 の 生（ に女性）を対 に行

った調査結果（「子育て世 の社会人 学 生の 学環境づくりに けての実態 」）では， 生の

多くが職場の支援がない中で， 身の努力と の支えによって 学を にしている実態が らか

になった。また， 論 の と仕事で とりがないため，子どもに き合う時間が 分に取れな

いことに い目を感じながら学 ことなどが か 上がった。 
本事業は，昨年度の調査結果を発 させ，男性の社会人 生が える課 等に対しても 野を げ，

年齢や職業， 状 などの多 性を 社会人 学 生が 学しやすい環境整備に 見を得ること

を目的とする。 
 
 

 
1) に る  

昨年度の調査の中で， 学 生から，「 に も子どもを てくれる人がいない ができた時に，

学に子どもを れてきて授業や ミを受けたり ができるよう，キッ ル など子どもの 場

所が しい」という声があった。学内に保育施設や子どもの一時 かり施設を設けている事例として

学と 女子 学で アリング調査を行うとともに，国立 学の から子どもの

かり支援施設の状 を した。 
2) 夜間 学 生との座 会（2015 年 月 15 実施） 

科学専 の 生 に 力いただき，座 会を形 で意見 会を実施した。 生の年齢は

40 60 で， を える男女各 である。職業は 務員，専門学校， 機関， 化 ロ

ン 務などである。 な は， 職場の理解や支援， の理解や支援， 生活と 学

の両立， 本学の 学環境 の意見・要 である。 
 
 

に る  
 国立 82 学の を したとこ ，学内に保育施設（一時 かりを む）を 学は

29 校（35％）であった。経 理は， 学が行うもの，NPO 法人に委託するものなどがある。また，

学関 者だけでなく地 住民も 用できるものもある。 
 女子 学の「ならっ子ル 」は，子どもの一時 り施設である。事前 により，子育て中の

学生も 用 である。 成講 を受けた地 住民や学生が託児時間の を見る。夜間

は 10 時まで対 している。また， 女子 学では学生対 の育児 学金制度や女性 生の学術論

助も設けられている。 学の学内保育所「え かキッ 」は，学生が保護者である乳
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児も保育対 である。 は民間委託で，夜 9 時 30 分までの延長保育も行われている。学内で乳 児
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・所得 ではなく，社会人 生の 状 （子どもが 立に通っている，ロ ンを える等）に し

た 学金制度を設けて しい。一定の所得はあっても，子どもの進学等で に がない場合もあ

る。 
・社会人 生も学部学生と同 に，保護者 の記 を求められることに 感がある。 
・社会人 生は休 にしか の時間がまとまって取れないので， の 前や にも図書 を

開 してもらい，学べる環境ができると り い。 

とめと課題

を える社会人 学 生の 学上の課 は， ン によって の いが見られた。 学

学前から 事を していた女性の方が 事と 学 生活との両立に しているが， 者や

子どもたちからの 援がある。一方，男性 生は を う 割が きいため，子どもの学 の

上に父親が 学 に行くことに の理解が得られにくいようである。今回の座 会出 者には小学

校 学年以 の小さな子どもを える 生はいなかったが， 学や 女子 学 か， 学の

子育て支援 スは，本学の社会人 学 生の 学環境対 にも 用 ではないかと考えられる。

社会人 学 生の課 に いて定期的に聞く機会を設けることが， 学環境の整備に 要である。  
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I  目的 
男女共同参画社会とは，男女の性にかかわら ， 等に社会のあら る分野における活動に参

画する機会が 保され，ともに を う社会を う。もともと男女共同参画社会は，意 定

や政策方 定 に人口の 分を める女性が男性とともに参画し，現 の政 や社会の政策

や制度，およ 方 性を見 すために 的 割を果たしていくことにより形づくられている。

現実 として，女性がどれだけ 一 で活躍する場を えられているか，この が男女共同

参画社会の実現に関わる 要な イントである。 
本 事業では， の を 成することを目 とする。 
(1) 本・ア リ ・中国における男女共同参画の と現状を国際比 し，男女共同参

画の と現状を らかにする。 
(2) 本・ア リ ・中国における男女共同参画の と課 を分 し，政 ，経 ， デ

ア，およ 学術の分野で活躍している女性の 割を考 する。 に国際比 を通じ

て，グローバル女性人材を育成するための方策を する。 
 
II の方法 
現 社会では，ア リ においても 本においても中国においても，女性なしでは成り立たな

い。グローバル社会において男女共同参画社会をどのように すべきか，その において，

女性がどのような 割を果たすべきだ うか。 
本 事業では， 本，ア リ ，中国で活躍する女性を中 にグローバル時 に求められる

人材像に いて考 する。 に今まで女性が活躍できなかった分野で成 した女性の人生 験を

通じて，グローバル人材， に女性人材となる と 力を らかにする。その上で，地 民

として 21 世 に生きるグローバル人材のモデルを するとともに，男女共同参画社会をどのよ

うに すべきか，その において，女性がどのような 割を果たすべきかを した。 
的には， 本，ア リ ，中国 国における政 ，経 ，学術， デ アなどの分野で活躍

する数 の女性議員，実業 ，学者， 護 など のイン ュー調査や 分 を通して，

国における男女共同参画社会の現状を分 し，男女共同参画社会の における女性の 割を考

した。 
グローバルな世 で生き抜く女性人材をどのように育成し， に内 き の い 本の 者

に対して，グローバル時 に生きるため，必要となる と 力をどのように身に けさせるの

か， 学教育にとってはきわめて 要な課 である。 
こうした現状を まえて，本 事業は，グローバルな世 で活躍している 本人女性 者

を し，本学にて「Studying Globally, Acting Globally」という講 会を行った。また 本社会

における女性のさらなる ンパワー ントをすすめるため，女性が 力を発 するために必要な
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支援のあり方と環境整備に いて論じた。 
 

III 結果と今後の課  
21 世 を迎え，すべての男女が いに人 を し，性 にかかわりなく，その 性や 力を

分に発 できる男女共同参画社会を いていくことは，グローバル社会においてもっとも 要

な課 の一 である。 
1990 年に国 で「 イロ 来 」が され，それに けた ログラ の策定を加

国に した。この では，「政府，政 ，労働 合，職業 ，その の 的 は，そ

れ れ 2000 年までに男女の 等参加を 進するため， 的地 に く女性の割合を，1995
年までに少なくとも 30％にまで増やすという目 を掲げ，それらの地 に女性を けるための

およ ログラ を定めるべきである」との数 目 を設定している。しかし現 ，政

的・経 的活動における意 定 を 本，ア リ ，中国の女性は 30％のはるか手前で

し，国際 との がある。 
 加えて，政 ，行政，経 ，学術， デ ア分野などでも意 定レベルでの女性の参画は

い。 まり， の から ても， 本，ア リ ，中国では女性の社会進出はまだまだ進んでいな

い部分がある。 
1999 年に「男女共同参画社会基本法」が してから 15 年が経 した。法 や行政の は女

性の社会的地 は高くなっているが， 本，ア リ ，中国では男女の共同参画にはいまだに多

くの課 が されている。男女を わ ，すべての人々が 分の意 で社会活動に参画し，とも

に を いながら，均等に政 的・経 的・社会的 を する を 保しなければなら

ない。それは，法 や行政だけでは解 できない。 たち一人一人の意識の 革と実践がその成

の を っているのである。 
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る を つ を て

（ 者）学生 ー ス課 長  所 め  
（分 者）人事課          

        学 力者        
 

ロ クトの目的  
・育児休 を む男性の育児参加がしやすくなるような 囲 を 成すること。 
・育児休 取得の現状，課 や 等を するための手 として，座 会やアン ート調査を行

う。 
・座 会やアン ート調査の結果を し， 学全 で男性が育児に参加することの意 を共 する。 
 
方法  

育休に関する座 会 
男女 わ ，多 な 々が を き合わせて「あなたにとって育休とは？」（ ）という ー

を り げて り合う で，育休を通して働き方や生き方に いて考えることを目的とする。 
 

「イク ン・イク ス 成 ロ クト」に るアン ート調査 
実施期間 成 26 年 7 月 18 （金） 7 月 25 （金）の 1 間 
https://enq.bur.osaka-kyoiku.ac.jp/smart/eq.asp?U=3003007003166119467  
 

リーフレットの作成 
・イク ン・イク スが されるようなリーフレットの作成。男性の育児参加や育児休 の取得が

的に実施できるような職場環境を作るよう，教職員に する。 
 

なお， イトルに「くる ん ークをも 学校を目 して」としたが，この企画が された

時 で，男性職員の育児取得が まり，くる ん ークが取得見 であることがわかった。そのた

め，くる ん ークの取得にこだわら ，男性の育児参加に をあてることとした。 
 
結果  

 座 会を 4 回実施 
 

1 回 7 月 29 （ 学会 の 室）参加人数 15 人（内子ども 3 人） 
2 回 8 月 25 （ 学会 の 室）参加人数 14 人（内子ども 2 人） 
3 回 9 月 16 （男女共同参画推進室）参加人数 6 人 
4 回 1 月 29 （よ 相 ー ー）参加人数 5 人 

 
業務に支 が出ないよう，また 時間に しないよう，4 回すべて 休 時間（12 時 13 時）

に開催した。また学内 から，男性の育児参加に いての発 者に参加してもらったり，子どもと一
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に参加し いよう場所を 室にしたり， 中の 場を めたり，この ロ クトらしい間口の
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－74－

2014 年度 教育 学男女共同参画推進事業 活動結果  

る を つ を て

（ 者）学生 ー ス課 長  所 め  
（分 者）人事課          

        学 力者        
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リーフレットの作成 
・イク ン・イク スが されるようなリーフレットの作成。男性の育児参加や育児休 の取得が

的に実施できるような職場環境を作るよう，教職員に する。 
 

なお， イトルに「くる ん ークをも 学校を目 して」としたが，この企画が された

時 で，男性職員の育児取得が まり，くる ん ークが取得見 であることがわかった。そのた

め，くる ん ークの取得にこだわら ，男性の育児参加に をあてることとした。 
 
結果  

 座 会を 4 回実施 
 

1 回 7 月 29 （ 学会 の 室）参加人数 15 人（内子ども 3 人） 
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業務に支 が出ないよう，また 時間に しないよう，4 回すべて 休 時間（12 時 13 時）

に開催した。また学内 から，男性の育児参加に いての発 者に参加してもらったり，子どもと一
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さ）に対する 基 の設定」が 49.6％であった。これらの回 に対処することで，本学における男

性の育児参加が 進されると考えられる。 
 

また仕事と （ 生活）の両立ができているかどうかという に対しては，「両立できている」

「やや両立できている」を合わせて 77％であり，本学の現 の職場が比 的働きやすいとこ である

ことを すものと われる。 
 
 

 パンフレット 600 を作成 
 

アン ート結果や座 会の 子だけでなく，ワークライフバランスを 進し，イク ン・イク スと

なる人が増えるようにデ インした りパンフレットを作成した。男性の育児参加を 進するた

め，教職員に する。（パンフレット ） 
 
考 等  

アン ートの結果から，男性の育児参加に対する理解は高いものの，現実的な生活として，経 的

を える声が多く， と現実の ャッ を していた。この に対しては，実際に育児休業

を 6 か月取得した 本 の経験 が参考になる。 本 によれば，育児休業 金の が 成 26 年 4
月から 67％に引き上げられているため，月々の はあまり わらなかったようである。この をア

ピールすれば，男性の育児休業の取得が 進されると考えられる。 
 

また，労働に対する として，「時 務や 業をしない働き方でも， よく仕事をしているこ

と（生産性の高さ）に対する 基 の設定」が まれていることがわかった。これは， 1 回の座

会でも に上ったことであるが， 本では長時間労働を 意的に する が いことに対す

る であ う。 生活を 保するためには， よりもま ，それにかける時間が必要である。それ

が長時間労働で われると，育児参加どこ ではない。仕事 が多く，そのため 業になるのはやむ

を得ないが， よく仕事を仕上げ， 業が少ない者に対する を高めていかなければ，長時間労

働の として，男性が育児に参加できないという から抜け出せない。 人的に仕事の 化を

進めても， 業 が り， が くなるだけではあれば，当 であ う。 
 

なお，仕事と （ 生活）の両立で最も なことを たとこ ，「介護」が 36.8％と一 多か

った。ワークライフバランスは，子どもを 働く親の える だけにとどまらない。少子高齢社

会である 本の現状では，高齢となった親世 の介護， 人をも の増加， 身世 の増加

が られる。共働きを支えてくれた親の介護は，働く女性の に くのしかかり，介護を機に仕事を

める女性も多い。女性はあら る で，職場を離れるかどうかという を られる。しかし，

このようなことは「女性の の 」と 小化すべきではないだ う。 のことは だけの

にとどまら ，生活を支える仕事の であり，多 な働き方を める職場の である。ワーク

ライフバランスを進めることは， ストパフ ー ンスを高めるという があるだけでなく，生

を めた人の生き方に することから， な取り が求められる。 

－75－─ 75 ─ ─ 76 ─



2015 年度 教育 学男女共同参画推進助成の 内（ ） 
 
 男女共同参画推進会議では 教育 学 男女共同参画推進 行動 画 教育・ ・

発 の一環として，「4-1 ン ーの を取り れた教育 活動を する」目的

で，男女共同参画に関 した教育活動・ 活動 実践活動に対する助成を行うことにな

りました。 からの積 的な を期待しております。 
 

男女共同参画

 
助成金    80 円 

 
助成事業 数  2 3 度 

 
対  

 本学所 の 学校を む教職員や学生が， あるいはグルー ・講座等の で実施

する男女共同参画に関 した教育活動・ 活動 実践活動を対 とします。グルー で

の活動の場合は，共同 の ンバーに学 者が加わってもかまいませんが，活動の 者

は本学 者であり， 者は本学の教職員とします。また，学生等が する場合は，

者は本学教員とします。 
 

要  
 男女共同参画推進助成に る実施 画書 経 書を作成し， 期限までに人事課

（ ール で 出の場合は ryouritu@bur.osaka-kyoiku.ac.jp）まで 出して さい。

は， フ イルを参 して さい。本学の男女共同参画推進会議の ー から

も ンロードできます。 
 

期限 
 2015 年 6 月 12 （金） 
 

査 
 された事業は，男女共同参画推進会議による 査委員会において，本学の男女共同参

画を推進させる事業かどうかの で 査を行い， 員 議会で 議の上，学長が 定しま

す。 
 

助成金 予定 
 2015 年 7 月中  
 

活動結果の ・発  
 助成を受けた 人・グルー 等は，年度 に活動 （活動の 要・成果） 会

をしていただきます。また，事業に関する は，本学 ー 等にも掲載させていた

だきますので ください。 
 また，2016 年度の男女共同参画 間（6 月 23 29 ）関 行事（教職員 ミ ー）に

て活動 を行っていただく予定です。
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会でも に上ったことであるが， 本では長時間労働を 意的に する が いことに対す

る であ う。 生活を 保するためには， よりもま ，それにかける時間が必要である。それ

が長時間労働で われると，育児参加どこ ではない。仕事 が多く，そのため 業になるのはやむ
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進めても， 業 が り， が くなるだけではあれば，当 であ う。 
 

なお，仕事と （ 生活）の両立で最も なことを たとこ ，「介護」が 36.8％と一 多か

った。ワークライフバランスは，子どもを 働く親の える だけにとどまらない。少子高齢社

会である 本の現状では，高齢となった親世 の介護， 人をも の増加， 身世 の増加

が られる。共働きを支えてくれた親の介護は，働く女性の に くのしかかり，介護を機に仕事を

める女性も多い。女性はあら る で，職場を離れるかどうかという を られる。しかし，

このようなことは「女性の の 」と 小化すべきではないだ う。 のことは だけの

にとどまら ，生活を支える仕事の であり，多 な働き方を める職場の である。ワーク
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「手をつないで」  

2012 年より本学行動 画の「積 的な ・ 発活動の 開」として， 学 『天遊』に

ラ を 載することとした。2012 年 11 月発行の天遊No.23 から掲載され，男女共同参画推進

会議企画専門部会の ンバーがリレー方 で を 当し，現 ，12 回を数えている。 
 
手をつないでVol.7「 な に る について」 

天遊No.30（2014 年 7 月発行） 
 

 者や 人など，親 な関 にある者から るわれる 力の は，「ド ス ック・

バイ レンス（DV）」という で られるようになりました。なかでも， 者や 者

からの 力の と 者支援に関しては，2001 年に法 が施行されて以 ，法整備がなされ

てきています。しかし， 者の経 的 立に けた支援や の アの など，まだまだ取

り むべき課 は山積しています。 
 DV は，児童 待とも関 の い です。 力に されることは子どもの を く け，

全な の発 を めます。 の専門とする 理 の場でも， な状態を えて来 する

ースの に，子ども時 にDV に され， しい環境を生き抜いてきた さを ること

は少なくありません。年月を経てなお， えない し を える どの な を子どもに

えることからも，DV は 対にあってはならないと 感します。   
 親 な関 の中にある 力というのは，周囲には見えにくいものです。また，周囲に見えた

としても，加 者がそれを 力であることを めようとしない場合や， 者の も「相手を

いたくない」という感 から「No 」と えなくなっている場合もあります。 
 でも親 な関 の中で 分が たされたいという感 を ことはあるでし う。しかし，

対等な関 を相手との間に こうとすれば， 分の 求充 だけではなく，関 に生じる 求

に える力や相手に まれ に 分 身でいられる力が必要となります。女性の経

的 立を 進する男女共同参画社会の 期実現とともに，これから を経験し，やがて 分

の を い人たちが， 分を にする力，そして人を する力をしっかりと 分の中

に育てていってくれること ってや ません。 
 

男女共同参画推進会議 
企画専門部会委員 上 （教職教育 ン ー 准教授） 

 
 
手をつないでVol.8「 と 」 

天遊No.31（2014 年 11 月発行） 
 

ートル にレデ ・ ドン という ット があります。それは のような で まり

ます。 
Lady Madonna, children at your feet Wonder how you manage to make ends meet 

by Lennon & McCartney 
とこ で，最近 で ー ミクスという をよく にします。Woman(女性)+ 

Economics(経 )の で 1999 年に生まれたそうです。 ー ミクスを推進する は男性

労働者の 少を女性労働者で することによって経 を し，経 成長を 成する

に求められています。多くの ス ミの論調では男女共同参画と ー ミクスは 同 で， 
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これを受けて ス ミが描いている「女性の社会進出」のイ ー は，まさにス レ イ

のキャリア・ ー ンです。男女間とあわせて同性間での も 化している状 なのに，

です。 
さてさて，レデ ・ ドン の にもどりまし う。この の 意に いては あります。

ーグースのパロデ であるとか当時のイ リス 政に対する であるとか，はたまた

ールの ル スに対する ー ュであるとか。しかしこの が支 されている理 は の

にあるのではないでし うか。 る もなく 子育てに われている労働者

の女性の を「 ドン 」と う ールの しさと かい ーモアに感動するから。 
男女共同参画社会の目的は，男も女も関 なく，だれもが 分らしく生きられる社会を く

ることです。 ー ミクスという を聞いたとき， は わ この を口 さんで考えま

した。レデ ・ ドン の幸せとは，と。 
 

男女共同参画推進会議 
企画専門部会委員 山 新（社会 化講座 教授） 

 
 
手をつないでVol.9「 2014 と男女共同参画 」 

天遊No.32（2015 年 1 月発行） 
 
アベ ミクスの 要政策として女性活用が掲げられています。国立 学の 成 25 年度におけ

る女性教員比 は 均 14.1％ですが，本学は 23.9％であり，86 学中， 5 と女性教員が多

い 学です。 
男女共同参画推進会議企画専門部会では， 成 24 年に策定した「 教育 学男女共同参画

推進行動 画」に って 々な活動をしています。7 月の ー ンキャンパスでは “ 教 ロー

ルモデル 2014”を高校生や保護者に しました。ロールモデルは近年， 学や企業が積 的

に作成していますが， に 学では“リ ”と ばれる理 女性 者や 学 生のロール

モデルが多く されています。本学では めての取り でしたが，後発 という を

に として， 学とは うものという ン トで作成しています。 学 成員である教

員，職員，社会人 学 生男女数 をロールモデルとして 頼し，高校生に対してキャリア形

成の となるように している が です。なお“ 教 ロールモデル 2014”は， キ

ャンパスでは人事課と 課，天 キャンパスでは事務室にて しています。 
男女共同参画に関 する ークとして“くる ん” “イク ン ロ クト”がありますが，本学

の男女共同参画推進ロ ークも昨 ， に 生しました。一昨年，162 の 作 から

中学校の生 さんが考 した作 を最 として 出し，この リ ルをさらにデ

イン化しました。受 の際の ントは「男女はもともと 1 だったという意 で，男女

等だと したくて描きました」。これからの男女共同参画推進関 の にはこの ークが

活躍しますので， さん えてください 。 
 

男女共同参画推進会議 
企画専門部会長 永 子（ 生活科学講座 教授） 
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「手をつないで」  

2012 年より本学行動 画の「積 的な ・ 発活動の 開」として， 学 『天遊』に

ラ を 載することとした。2012 年 11 月発行の天遊No.23 から掲載され，男女共同参画推進

会議企画専門部会の ンバーがリレー方 で を 当し，現 ，12 回を数えている。 
 
手をつないでVol.7「 な に る について」 

天遊No.30（2014 年 7 月発行） 
 

 者や 人など，親 な関 にある者から るわれる 力の は，「ド ス ック・

バイ レンス（DV）」という で られるようになりました。なかでも， 者や 者

からの 力の と 者支援に関しては，2001 年に法 が施行されて以 ，法整備がなされ

てきています。しかし， 者の経 的 立に けた支援や の アの など，まだまだ取

り むべき課 は山積しています。 
 DV は，児童 待とも関 の い です。 力に されることは子どもの を く け，

全な の発 を めます。 の専門とする 理 の場でも， な状態を えて来 する

ースの に，子ども時 にDV に され， しい環境を生き抜いてきた さを ること

は少なくありません。年月を経てなお， えない し を える どの な を子どもに

えることからも，DV は 対にあってはならないと 感します。   
 親 な関 の中にある 力というのは，周囲には見えにくいものです。また，周囲に見えた

としても，加 者がそれを 力であることを めようとしない場合や， 者の も「相手を

いたくない」という感 から「No 」と えなくなっている場合もあります。 
 でも親 な関 の中で 分が たされたいという感 を ことはあるでし う。しかし，

対等な関 を相手との間に こうとすれば， 分の 求充 だけではなく，関 に生じる 求

に える力や相手に まれ に 分 身でいられる力が必要となります。女性の経

的 立を 進する男女共同参画社会の 期実現とともに，これから を経験し，やがて 分

の を い人たちが， 分を にする力，そして人を する力をしっかりと 分の中

に育てていってくれること ってや ません。 
 

男女共同参画推進会議 
企画専門部会委員 上 （教職教育 ン ー 准教授） 

 
 
手をつないでVol.8「 と 」 

天遊No.31（2014 年 11 月発行） 
 

ートル にレデ ・ ドン という ット があります。それは のような で まり

ます。 
Lady Madonna, children at your feet Wonder how you manage to make ends meet 

by Lennon & McCartney 
とこ で，最近 で ー ミクスという をよく にします。Woman(女性)+ 

Economics(経 )の で 1999 年に生まれたそうです。 ー ミクスを推進する は男性

労働者の 少を女性労働者で することによって経 を し，経 成長を 成する

に求められています。多くの ス ミの論調では男女共同参画と ー ミクスは 同 で， 
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手をつないでVol.10「 な と を る と 」 
天遊No.34（2015 年 7 月発行） 

 
今回は， の ー にかかわる，少しややこしい理 の にお きあいいただけたらと

います。 
発 理学の中には，「子どもの の発 」という があり， 者はその をし

ています。 たちはそれ れ， かの ともちがう な「わたし」の感 ，理解を って生

きています。そのような感 ，理解がどのようになりたち，育ち， たちの行動と結 くの

か，そんなことを考えます。 
さて，このような では，「わたし」を ることと「 者」を ることは り離せないと

いうことがしばしばいわれます。子どもたちは親をはじめとした周囲の人々とのかかわりの中

で「わたし」をはっきりさせていきます。 たち 人もあらためて「 分」の を感じ取り，

考えるのは，多くの場合， 人とのやり取りの場 です。また， たちの 性，例えば性 や

ち というものも， 分と 者の比 を通して意識されていきます。 
 このように考えると， 人に いて「こんな人だ」「こうあるべきだ」と めてかかること

は，実はその 者にかかわり，それに対比される 分 身のあり方を制 することと 一

であるように われます。例えば「女性はこう行動するべきだ」と考える男性は，その女性に

かかわり対比される 分 身を「男性としてこうあるべきだ」と（はっきり意識するかどうか

は として） づけ， 分の新たな 性を発見できなくなるのではないでし うか。 
 もち ん， たちは相手を理解せ に人とかかわることはできませんし，社会の中では 割

に じてすべきことが まっていることも多くあります。ただ，まだ らない 分の 性，

ち を ったり， 分のまだ らない さに づいたりするためには， たすら 分を見

める（内省する）のではなく， 分の周囲の 者がも 多 性や の 性に 感であること

も でし う。そう考えると「男女共同参画」も，それ れが 分の新たな 性に づく

きっかけになるといえるように われます。 
 

男女共同参画推進会議 
企画専門部会委員 小 （学校教育講座 准教授） 

 
 
手をつないでVol.11「 を と共に いて 」 

天遊No.35（2015 年 11 月発行） 
 
 先 「女性活躍推進法」が成立しました。 
結婚，出産後も働き ける女性が増えてきたとはいえ，仕事と の両立は きな課

であり，一方，女性の 用比 が高まった会社では，いかに女性に活躍してもらうか きな課

です。 
最近よく，女性にとって 28 という年齢は， ーニング イントだと われます。 
厚生労働省の では，女性の 均 婚年齢は 29 ， 均 子出産年齢は 30 です。28
はこの 前にあたり，仕事に れ， も見えてくる一方で，結婚，出産のライフイベント

もリアルに考える時期と て，キャリア形成の分 と受け められているようです。出産前

に ある仕事を多く経験した女性は，出産後も めの復職を ，復職後も 進を目 そう

と る。出産前の働き方が後々の働き方に するため，前 しでキャリアを「意識的に」

形成することが だそうです。 
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ある新聞に掲載されていました「出産前にやっておきたいこと」を紹介します。 

(1)「信頼貯金」を増やす。結婚，出産前になるべく仕事を引き受けて経験を積む。会社が手放

したくない人材に成長出来ていれば，復職後も職場からの理解や支援を得やすい。 
(2)「ロールモデル」（お手本にすべき人物像）を作る。Ａさんの仕事の進め方，Ｂさんの処世

術・・・など，複数の先輩からいい部分を抜き出してロールモデルを作り，近づけるよう努力

する。 
(3)「定年までの見通し図」を書く。横軸を定年までの時間軸とし，予想されるライフイベント

や仕事上の出来事を書き出す。長い目で働くということをとらえるきっかけになり，育児に時

間を取られるのは一時的だということも分かる。 
今後のキャリア形成の一助となれば幸いです。 
 

男女共同参画推進会議  
                 企画専門部会委員 上野山 諭（人事課長） 

 
 
手をつないでVol.12「男女共同参画をめぐる現状と課題について」 

天遊No.36（2016 年 1 月発行） 
 
 昨春改訂された全ての小学校 6 年生算数教科書で人口ピラミッドが掲載（但し，一部記載に

誤り等あり）されるようになった。そのグラフからも少子高齢化は伺え，育児・介護に関わる

対策は急務となっている。 
 勿論，国は，対策を講じ，厚生労働省パンフレット『改正育児・介護休業法のあらまし』（2010）
にまとめられているように育児休業・介護の拡充，両親での育児休業，男性の育児取得や労働

制限に関して政策を打ち出している。また，身近では，各施設で授乳室などの整備が設けられ

たり，学会でも開催期間中に保育室・託児所が設けられる現状がある。それらの成果は，少子

化社会対策白書(2015 内閣府)の子育て支援施策充実（支援新制度の円滑実施,待機児童解消,小 1
の壁打破）や男女の働き方改革（男性の意識・行動改革，ワーク・ライフ・バランス，女性活

躍推進）等々の項目としてまとめられている。 
 ただ，制度上の整備は伺えるものの，現実的には例えば「雇用均等基本調査(2014)」で育児

休業取得者の割合が女性 86.6%（前回調査比 3.6 増）となるものの，男性 2.3%（同 0.27 増）に

留まり，政府が掲げる 2020 年男性 13%とは乖離するなど，実態の伴わないことも多い。 
 また最近のニュースとして「子供をお迎えに行く父親は本当に出世できないのか（企業の求

める働き方と相いれないお迎え時間，「女性活躍推進」で母親のお迎えも遅くなる？）」を目

にし，実際，延長・夜間保育が増加する現状を合わせて考えると，制度が絵に描いた餅になら

ぬかと危惧せざるを得ない。 
 加えて，「園児の声を騒音のように意識する等により保育所立地に反対する住民の立場に，

同感できるか，できないか」で「同感できる」考えが 35％の割合でいた（2015 厚生労働白書）

現状もある。 
 以上からすると，現場・周囲と実行出来る環境作りの整備が必要な時期に来ているのではな

いかと考える。 
 

男女共同参画推進会議  
企画専門部会委員 冨永 雅（実践学校教育講座 准教授）  
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手をつないでVol.10「 な と を る と 」 
天遊No.34（2015 年 7 月発行） 

 
今回は， の ー にかかわる，少しややこしい理 の にお きあいいただけたらと

います。 
発 理学の中には，「子どもの の発 」という があり， 者はその をし

ています。 たちはそれ れ， かの ともちがう な「わたし」の感 ，理解を って生

きています。そのような感 ，理解がどのようになりたち，育ち， たちの行動と結 くの

か，そんなことを考えます。 
さて，このような では，「わたし」を ることと「 者」を ることは り離せないと

いうことがしばしばいわれます。子どもたちは親をはじめとした周囲の人々とのかかわりの中

で「わたし」をはっきりさせていきます。 たち 人もあらためて「 分」の を感じ取り，

考えるのは，多くの場合， 人とのやり取りの場 です。また， たちの 性，例えば性 や

ち というものも， 分と 者の比 を通して意識されていきます。 
 このように考えると， 人に いて「こんな人だ」「こうあるべきだ」と めてかかること

は，実はその 者にかかわり，それに対比される 分 身のあり方を制 することと 一

であるように われます。例えば「女性はこう行動するべきだ」と考える男性は，その女性に

かかわり対比される 分 身を「男性としてこうあるべきだ」と（はっきり意識するかどうか

は として） づけ， 分の新たな 性を発見できなくなるのではないでし うか。 
 もち ん， たちは相手を理解せ に人とかかわることはできませんし，社会の中では 割

に じてすべきことが まっていることも多くあります。ただ，まだ らない 分の 性，

ち を ったり， 分のまだ らない さに づいたりするためには， たすら 分を見

める（内省する）のではなく， 分の周囲の 者がも 多 性や の 性に 感であること

も でし う。そう考えると「男女共同参画」も，それ れが 分の新たな 性に づく

きっかけになるといえるように われます。 
 

男女共同参画推進会議 
企画専門部会委員 小 （学校教育講座 准教授） 

 
 
手をつないでVol.11「 を と共に いて 」 

天遊No.35（2015 年 11 月発行） 
 
 先 「女性活躍推進法」が成立しました。 
結婚，出産後も働き ける女性が増えてきたとはいえ，仕事と の両立は きな課

であり，一方，女性の 用比 が高まった会社では，いかに女性に活躍してもらうか きな課

です。 
最近よく，女性にとって 28 という年齢は， ーニング イントだと われます。 
厚生労働省の では，女性の 均 婚年齢は 29 ， 均 子出産年齢は 30 です。28
はこの 前にあたり，仕事に れ， も見えてくる一方で，結婚，出産のライフイベント

もリアルに考える時期と て，キャリア形成の分 と受け められているようです。出産前

に ある仕事を多く経験した女性は，出産後も めの復職を ，復職後も 進を目 そう

と る。出産前の働き方が後々の働き方に するため，前 しでキャリアを「意識的に」

形成することが だそうです。 
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